
最低賃金

働く人も、雇う人も、 確Ｓを忘れずに〔２

熊本Ｓ最低賃ｔ

令和８年

ＩＪヨ１ １日ｔ

時間額
■
／

１ ４
最低賃金 とは 、働 くすべて の人 に賃金の最低額を保障する制度 です。
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働く人も、雇う人も。
ｉ

必ず確Ｓ、最低賃金！
「最低賃ｔ制度」 は、 年齢やパート ・学ｔなどの働き方の違いにかかわらず、

働くすべての人に適Ｊ１１１されま す。 確Ｓ したい賃ｔ（・１ ）と勤務地の

都道府県の最低賃金額 （時回顧）を比較表に記入して、比較してみましょう ！（ｇ２）

ｌ　　　壮ＩＳＩ　　，」

・日給の方　　　ｌ「＿＿プレ ｜帶ｌ　 ｓｌ ＝ｌ　　 谷哇Ｉ　」

ｌ　　 壮Ｉ∃　 ｊ＝ ｌ　　 谷ＳＩ　」

日上ＥＡ、Ｂ 、Ｃが
組み合わ さっ てい る方

ｏａ本ね （日 ね） ４Ｂ のｔｔｘ でｌき回 顧を ｉす

ｅき手肖 り；ｌ皐き） ４Ｃ のｌ十・ でｌき回 額を ｌす

＠○と＠を合計した顧 ！ａ低賃金額（時間顧）

（・ １）最低賃金額との比較に当たって 、次の賃金は算入しません。

①臨時に支払われる賃金（結婚手肖 など）② １カリ１ を加 える 期獸 ごと に支払われる賃金 （賞与な ど） ③所定労働時間を加える時間の 労働 に対 して支払われる賃金（ 時回 外割増賃金

など ）④所定 労働 日以 外の 日の 労働 に対 して 支払 われ る賃 金（休日 割増 賃金 など ）⑤ 午後 １０ 時か ら午 前５ 時ま での 間の 労働 に対 して 支払 われ る賃 ｔの うち 、ａ ｔの 労働 時間 の賃金

の計算額を超える部そ（深夜割増賃金など）⑥精皆勤手当、兼勤手当および家族手当

（・ ２） 詳細な計算方法や、歩合給の場合の計算方法などは労働局または最寄りの労働ａ準ｔ督署へ

賃金引上げを支援する

「業 務改善助 成金 」を 活用 しま しょ う！
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日本政策ｔ融・ａ庫では、 事業場ｒ大１最低賃きの

引上げにＲり組む事業者に対して、

ａ備貴台やａ転資金の融資をｔｉつています。

四　働き方改革推進支援資金　　　 ｙ．　－・

手続きを動画で

チェック！

しリサイクルＷｂ＼
この印刷物は、印刷・の紙ヘ
リサイクルできます。

（Ｒ７．９）

業務改Ｓ　　　　　　　　　「業務４きＢ力まま」 は、 生ｔ性を 『お』上。助成金とは ７させ「事業場内で最も伝い賃金（事業場
「大ｌ最低賃■」 」の ５１上げを回る串小・１・ 小攷模事業者を支ける妬成金です。　 Ｗ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
ぷ５ ０１２０ ３６６４４０　

｜支給の要件
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兼本Ｓ；ａほ１霞き
Ｓく人も、雇う人も。 あず縦Ｓ、Ｓａａき！

熊本県特定（産業別） 最低賃１・

電子部品 ・デバイス・ 電子

回路、電気機械器具、 情報

通信機械器具製造業

令和 ８年 １月 ！日から

時間額 円
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１

自動車・ 同附属品製造業、

船舶製造 ・修理業、舶用機

関製造業

や和 ８年 １月 １日から

１
一額聞時 ，０７恥

倉岳神社 （天草市）
写真提供 ：熊本県観光連盟

　

｜，ぷ口こＬ，賢愚。は， 熊本県の最低賃金　　　Ｓ
に関する各ａ情報をご覧いただけます。

熊本労働局労働基準部賃金室　ＴＥＬ　０９６－３５５－３２０２
または

熈き．りのき．き．皿，‥き本 ，？，／，む ，？，１５，ゾｉ ，７，丙９， ７，琴や ．う，

最低賃金引上げ・ 生産性向上を支援します！
ぜひごＳ・く ださ い。

業務改善ｌ〕成金コールセンター　 ＴＥＬ　０１ ２０－３６６－４４０

舞台５１上げ等、 中小を業事業主の方からの労Ｒ管ａ上の
相談に応じるワンストップ無料相談窓口です。
ＴＥＬ　０へ　２０－０４１　－１　２４

・　　　 ひと、くらし、みらいのために

り厚生宍働ぎ
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小吏業事業者向け　 業務改善Ｓ成金

百貨店， 総合スーパー

奈ＩＳ１１Ｓ１６１１ １郭こより
令和８年 １Ｊヨ１ １日から
熊本県最低賃金

縦誡紘
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熊本Ｓの最低賃金
６ずチェ ック最低賃ｔ ！使ｊＥ目者も、 労働者も。

最低黄金制度のマスコッ
チェ ツク マん

熊本県｜大ｌで事業を営む使Ｊ≡目者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使Ｊ≡目することはできません。

派遣労働者については、派遣先の事業場に適Ｊ≡目されている最低賃金が適Ｊ≡目されます。

地域ク３ｌｊ最低賃金と特定（産業別）最低賃金の両方が同時に適Ｒされる場合には、高い方の最低賃金額

な上の賃金を支払わなければなりません。

熊本県ｊき域Ｓｌｊ最低賃金

最低賃金の件４５ 最低賃金額（時間額） 効力 発生日 適　 ｇｌ　 範　囲

熊本県最低賃金 １，０３４円令躰年１ １１日
熊本県｜大】 のすべての労働

者に適Ｊ≡目されます。

熊本県特定（産業・）最低賃金

産　　業 最低賃金額（時間額） 効力 発生日 適用 除外等

電子部品 ・デバイ

ス・電子回路、電気

機械器具、情報ａ

信機械器具製造業

１，０６３円 令和８年び１ １日

次に掲げる者を除きます。

０１ ８歳未満又は ６５ 歳な上の者

○雇入れ後６　ＪＩ 未満の者であつ

て、 技能習得 ｑ＝１のもの （※）

○清掃又は片イ才けの業務に主とし

て従事する者

Ｏ「 電子部品 ・デバイス・ 電子回

路、 電気機械器具 、情報通信機

械器具製造業」については、上記

の他に、 手作業により 又は手工

具若しくは小型動力機をｍいて行

う巻線、 組線 、か しめ 、洗浄、取

付け、はんだ付け、バリ１１又 り、選

ク３ ｌｊ 、検査、 き装、袋詰め 、箱詰め

又はこん包の業務 （これら の業

務のうち流れ作業で行う業務を

除く 。） に主 として従事する者

（Ｘ ）外 国人技能実習包．は、 この 「技能習得

中の もの 」には該 当しないため ．特 定（産

業別 ）最低賃金適ｍの対象 にな ります。

自動車一 回附属品

製造 業、 船舶製

造・ 修ＪＩ業 、舶 Ｊ≡目

機関製造業

１，０７４　ｐ＝ｌ 令和８年び１ １日

百貸店，

総合スーパー

（殱ニＥＥなし８５５ Ｐ＝１）

＊售、低賃金法第６条第１ 項により、

令和８年 Ｉ　ＪＥ１　１　日からは

１，０３４　Ｐ＝ｌ

（や れ］４年 １２ ＪＥＥ１ １５ 日）

令和８年嗄１日
が適ｍされます。

ｊＥ Ｉ　 最低賃金は、 常Ｊｉｌ　・　臨時・パート・学生アルバイトなどすべての労働者に適Ｊ≡目されます。

注２ 最低賃金には次の賃金は含まれません。

①墻嶌にま祉われる１金（ね婚手肖など）②１か Ｊ≡ｌを加える期戛ごとにま祉われる賃金（賞与など）

③Ｅ４ＦＨＩ 夕は｜』増賃金など④イ木 日尨増１金など⑤深夜肖ｌｊｔ回賃金など⑥Ｍ皆勤手当、 １１Ｍ手当および
家族手当

丿圭３特定（産業別） 易、低賃金の産業の１ 称は、日 本標準産業分類によるものです。

熊本労働局（Ｒ７．１ ２）


